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2019 学生を対象とする東北運輸局海上安全環境部行政体験研修 公募要領 

 

【東北運輸局海上安全環境部】 

 

１．趣旨 

日本の社会・経済活動を支えている輸送機関“船舶”について、海上における安全性

を確保するとともに海洋環境の保護を図るために国が行っている船舶の検査・測度・登

録や海技資格審査、運航監査等の行政について、学生が知見を得るとともに体験する機

会を提供することにより、学生の海事行政に関する理解を深めるとともに職業意識の啓

発やキャリア形成を支援することを目的とする。 

 

２．概要 

研修に参加する学生（以下「参加学生」という。）は、東北運輸局に一定期間在籍し

ていただき、海事施策に関する業務を経験し、研修課題に関するレポートを報告・発表

していただきます。 

（１）参加学生は数名程度を予定しています。 

（２）受入部署は東北運輸局海上安全環境部とし、研修プログラム及び研修課題の設

定は参加学生と協議の上、決定させて頂きます。 

（３）造船所等現場訪問も計画しています。 

 

３．対象者 

  各所属大学等から推薦を受けた学生から選定 

 

４．期間 

  令和元年８月１９日（月）から 8 月２３日（金） 

  ※：研修時期、期間、日・時間については調整可能 

 

５．場所 

  東北運輸局（所在地：宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１番地 仙台第４合同庁舎） 

 

６．募集方法など 

応募にあたっては、所属する大学等から学生を推薦していただきます。（学生個人か

らの直接の応募は受け付けません。） 

（１）募集期間：令和元年７月１日（月）～令和元年 7 月 1７日（水）まで 

（２）学生の方 

「東北運輸局インターンシップ希望者調書」（別紙１）に必要事項を記入し、所属

の大学等の窓口に提出してください。 

（下記（３）の締切日は、大学等が東北運輸局に応募する締切であり、学生が大学

等に提出する締切日ではありませんのでご注意ください。） 

（３）大学等の担当部局の方 

学生からの応募をとりまとめ、「東北運輸局行政体験研修参加推薦書」（別紙

２）を作成し、令和元年 7 月 1７日（水）までに、上記（２）の希望者調書   

（別紙１）とあわせて「〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１番地仙台
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第４合同庁舎東北運輸局総務部人事課 大内」宛郵送をお願いいたします。 

 

７．参加学生の決定 

書類選考の後、必要により面接を実施し参加学生を決定します。選考結果について

は、令和元年 7 月下旬までに所属の大学等宛に連絡します（事情により遅れる場合は、

別途連絡します。）。 

 

８．参加の条件 

（１）参加学生には、事前に参加にあたっての遵守事項（別紙３）に関する誓約書

を提出していただきます。 

（２）研修の参加経費（交通費、滞在費、食事代、保険料、フィールドワーク参加

費等）については、各自で負担していただきます。こちらからの支給はありま

せん。 

（３）研修への参加に際しましては、大学等の指定する災害傷害保険及び賠償責任

保険に加入していることを条件とします。 

（４）研修への参加に際しては、参加学生の所属する大学等と東北運輸局との間で

遵守事項等に係る覚書を締結していただきます。 

 

９．問い合わせ先 

（公募等について） 

東北運輸局総務部人事課 大内（電話： 022-791-7505 ） 

（研修の内容について） 

東北運輸局海上安全環境部船舶安全環境課大山（電話： 022-791-7516 ） 

 

 

以上  



＜海上安全環境部＞

ふりがな

氏　　　名

平成　　　年　　　月　　　日 学部

（　　　　）歳　性別　男　・　女 学科 学年

〒　　　　－　　　

東北運輸局インターンシップ希望者調書

学
校
名

生年月日

連絡先
自宅電話番号　　　　　（　　　　） 携帯電話番号　　　　　（　　　　）

電子メールアドレス：

希望する課

希望理由
及び

希望する
業務内容

インターンシッ
プの参加目的

学校での
勉強
（専攻）

　パソコン操作　　　□Word　　□Excel　　□Access　　□一太郎　　□PowerPoint　□その他（　　　　　　　　　　）

参加可能期間 令和　　　年　　　月　　　日　　　～　　　　　　　　月　　　日（　　　日間）

その他（当局業務に関し、興味を持たれていることや知っておられることがあれば、ご記入下さい。）

別紙 1



＜海上安全環境部＞

希望する業務内容

※注　「年齢」は7月1日現在の年齢を記載すること

6

4

5

3

1

2

東北運輸局行政体験研修　参加推薦書

学科 学年
希望する業務内容とその理由

理由
№ 学生の氏名・ふりがな 性別 年齢 学部

学校名

連絡責任者　所属・氏名

連絡先　電話・ＦＡＸ番号

Ｅ-ｍａｉｌ
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＜海上安全環境部＞ 
 

別紙３ 

東北運輸局行政体験研修への参加に係る遵守事項等 

 

１．実習中の遵守事項 

（１） 研修に参加する学生（以下「参加学生」という）は、研修参加期間中、公務の適正な遂行を妨げ

ないように行動するものとする。 

（２） 参加学生が研修参加期間中に公務の適正な執行を妨げるような行為その他不都合な行為を行っ

た場合、東北運輸局は当該参加学生の研修への参加を打ち切ることができるものとする。 

（３） 研修参加期間中は、これに専念するものとし、研修の進行に支障がないよう、登庁するものとす

る。 

（４） 参加学生は、研修を欠席しようとする場合は、事前に東北運輸局に申し出るものとし、東北運輸

局からの指示に従うものとする。やむを得ず、事前に申し出ることができない場合であっても、

事後、速やかに東北運輸局に連絡するものとする。 

（５） 参加学生は、研修参加期間中、東北運輸局職員の指導・監督等に従わなければならない。 

（６） 参加学生は、研修参加期間中に知り得た秘密について、研修参加中及び参加終了後においても部

外者（所属大学等を含む）に漏らしてはならない。 

（７） 東北運輸局は、上記（２）に該当する場合のほか、参加学生が遵守事項等に従わないときは研修

を打ち切ることができるものとする。 

 

２．研修期間中の事故等 

（１） 参加学生は、原則として所属大学等の指定する賠償責任保険及び傷害保険に加入していなければ

ならない。 

（２） 参加学生が東北運輸局又は第三者に損害を与えた場合は、賠償責任保険により補償する。 

（３） 研修参加期間中の事故により参加学生が傷害を負った場合は、学生の加入する傷害保険により補

償する。なお、学生は当該保険の保険金の範囲内で東北運輸局に対する求償権を放棄する。 

 

３．経費負担等 

（１） 東北運輸局は、参加学生に対して、手当及び参加経費（交通費、滞在費、食事代、保険料等）を

一切支給しない。 

（２） 研修への参加経費は、参加学生が負担するものとする。 

 

４．実習の成果 

（１） 参加学生は、研修の成果を論文等により外部に発表する場合には、事前に東北運輸局の承認を得

なければならないものとする。 

 


